
ガイドライン

宗像市学校部活動

令和７年１月 修正
宗像市教育委員会

宗像市は、以下のとおり休日及び平日の部活
動を地域クラブ活動へ段階的に移行します。

●休日部活動は、令和７年度末をもって終了。
●平日部活動は、令和９年８月をもって終了。

よって、本ガイドラインは令和９年８月末ま
でのガイドラインとなります。
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Ⅰ 学校教育活動としての部活動の役割 

１． 学校教育における部活動の位置付け 

学校の教育活動は、「教育課程」と呼ばれる学習指導要領に示された内容と、「教育課

程外」と呼ばれる学校が計画する内容で構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

部活動は、「教育課程外」の活動で、法令上、学校が設置、運営する義務とはされてい

ません。しかし、生徒の多様な学びの場として教育的意義が大きいことから学校の教育活

動の一環として計画、実施されています。 

また、平成２９年３月告示の中学校学習指導要領において、部活動は以下のように位置

づけられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○中学校学習指導要領（平成２９年３月告示）抜粋 

第１章 総則 第５ 学校運営上の留意事項 

１ 教育課程の改善と学校評価、教育課程外の活動と連携等 

ウ 教育課程外の学校教育活動と教育課程の関連が図られるように留意するものとする。

特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動については、スポーツや文

化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校教育が目指

す資質・能力の育成に資するものであり、学校教育の一環として、教育課程との関連が

図られるよう留意すること。その際、学校や地域の実情に応じ、地域の人々の協力、社会

教育施設や社会教育関係団体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持

続可能な運営体制が整えられるようにするものとする。 

第２章 各教科 第７節 保健体育 第３ 指導計画の作成と内容の取り扱い 

２ 第２の取扱いについては、次の事項に配慮するものとする。 

（６）第１章総則の第１の２の（３）に示す学校における体育・健康に関する指導の趣旨を

生かし、特別活動、運動部の活動などとの関連を図り、日常生活おける体育･健康に関

する活動が適切かつ継続的に実践できるよう留意すること。 

学校の教育活動 

○学習指導要領に示された内容 

・各教科 

・総合的な学習の時間 

・特別活動 等 

教育課程 

○学校が計画する内容 

・登下校 

・休み時間 

・放課後の課外活動 等 

教育課程外 
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２． 部活動の意義 

部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や教員と生徒などの人間関係の構築を

図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりと、その教育的意義が大きいも

のであると言えます。また、スポーツや文化及び芸術、科学等に親しませることで、学習意

欲の向上や責任感、連帯感の涵養、互いに協力し合って友情を深めるといった好ましい人

間関係の形成やコミュニケーション能力の育成に資するともいえます。中学生のこの時期

に、スポーツや文化・芸術活動等に興味・関心を持った生徒が自主的・自発的に集い、顧

問等の指導の下、その楽しさや喜び、感動・悔しさ・達成感などの体験や豊かな人間性の

育成、自主性・克己心・社会的な態度・協調性・リーダーシップなどを醸成し、生涯にわた

りスポーツや芸術、文化活動に親しむための基盤をつくることは、豊かな人生を送ることに

つながります。 

このように、部活動の果たす役割は大きく、中学校における学校教育活動に欠かすこと

のできないものとなっています。 

 

３． 部活動の現状と課題 

しかし、今日においては、教育等に関わる課題が複雑化・多様化し、学校や教師だけで

は解決することができない課題が増えています。また、少子化が進む中、部活動は、従前と

同様の運営体制では維持は難しくなってきています。 

 

【生徒の実態】 

○ 適正・適切な休養を伴わない活動が行われた場合、生徒のバランスのとれた生活や

成長に弊害が生じ、発育期のスポーツ障害や外傷のリスクを高め、必ずしも体力・運動

能力の向上につながるとはいえないことがある。 

 

【教員の実態】 

○ 中学校教員の長時間労働。（部活動の指導時間が特に長い） 

○ 教員の放課後の時間を部活動に費やすことで、授業準備、家庭訪問、外部専門機関 

との連携が取りづらくなっている。 

○ 専門種目外（競技経験なし）で担当している部活動顧問の数が多い。 

○ 土日に開催される大会等の引率は教員で行っているので、休日が取れない。また、審

判等の大会運営業務も教員が担っている。 

 

Ⅱ 部活動の適切な運営のための体制整備 

１． 部活動方針等の策定 

○ 校長は、部活動がよりよい活動となるように、本ガイドラインを参考に、「○○中学校

（学園）部活動に係る活動方針」（以下「部活動方針」）を策定する。学校の実情に応じ



3 

 

て、「部活動方針」（参考別表１）は毎年見直しを図ること。 

○ 部活動顧問は、部活動の年間活動計画、毎月の活動計画（参考別表２－１、２－２）及

び活動実績を作成し、校長に提出すること。 

○ 校長は、「部活動方針」及び活動計画を学校のホームページや PTA総会等の機会を

通じて公表すること。 

 

２． 指導・運営に係る体制づくり 

○ 校長は、学校の規模等を鑑み、必要に応じて適正な部活動数についての検証を行うこ

と。 

○ 校長は、毎月の活動計画等の確認等により、部活動の活動内容を把握し、生徒が安

全に部活動を行い、教師の負担が過度とならないよう、適宜、指導･是正を行うこと。 

○ 校長は、部活動指導員の任用に当たっては、学校教育について理解し、適切な指導を

行うために、部活動の位置付け、教育的意義、生徒の発達の段階に応じた科学的な指

導、安全の確保や事故発生後の対応を適切に行うこと、生徒の人格を傷付ける言動や

体罰及びハラスメント等はいかなる場合も許されないこと、服務を遵守すること等に関し、

任用前後等の定期において、研修を行うこと。 

○ 部活動顧問と、部活動指導員及び外部指導者は、役割を明確にし、互いに連携を図

ることによって、より効果的な指導を行うこと。 

 

３． 適切な休養日等について 

○ 基本的には、学期中は、週当たり２日以上の休養日を設けること。（平日は少なくとも１

日、土日は少なくとも１日を休養日とすること。週末に大会等で活動した場合は、休養日

を他の日に振り替えること。） 

ただし、本市においては、休日及び平日の部活動を地域クラブ活動へ段階的に移行

することとし、以下に示す曜日の活動については、中止とする。 

なお、以下に示した日に中体連主催大会及び中文連主催コンクール等がある場合は、

参加することができる。ただし、休養日を他の日に振り替えること。 

【休日】 

・Ｒ６．４～ 毎月第１土曜日・翌日曜日、第３土曜日・翌日曜日 

・Ｒ７．４～ 毎月第１土曜日・翌日曜日、第２土曜日・翌日曜日、第３土曜日・翌日曜日 

・Ｒ８．４～ 毎週土日及び祝祭日 

【平日】 

・Ｒ６．９～ 毎週水曜日 

・Ｒ７．９～ 毎週火曜日・木曜日 

・Ｒ９．９～ 毎週月曜日・水曜日・金曜日 

               ※毎週火曜日・木曜日はサークル活動（多様なスポーツ・文化芸術活動を

学校内でのみ活動を希望する生徒を対象としたもの。活動時間は、教職
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員の勤務時間内。対外試合等には参加しない。学校によって設置の有無

や数は異なる。）を実施予定 

※ 市は、中学生の希望者が、部活動休養日にスポーツ・文化芸術活動に継続して親しむ

ことができるよう地域クラブ活動の場の確保及び情報提供に努める。 

○ １日の活動時間は平日２時間程度、学校の休業日は３時間程度とし、できるだけ短時

間に合理的でかつ効率的・効果的な活動を行うことが望ましい。 

○ 長期休業中の休養日の設定は、学期中と同様とする。また、生徒が充分な休養をとる

ことができるとともに、部活動以外にも多様な活動ができるよう、ある程度の休養期間

（オフシーズン）を設ける。 

○ 夏季休業中等の学校閉庁日は休養日とする。ただし、学校閉庁日の開始日から起算

して２週間以内に全国大会などへの出場を控えている場合、校長の許可により休養日と

せず活動することは妨げない。 

○ 朝練習は、令和７年９月以降廃止する。令和７年８月までは、顧問教諭ができる範囲で

校長の許可を得て実施することは妨げない。 

 

４． 地域・保護者・関係者等との連携について 

○ 学校は、部活動の方針や活動日程などを年度当初に丁寧に説明し、理解を得られる

ように努めること。 

○ 学校ホームページや部活動通信等を有効活用し、部活動の様子を定期的に発信し、

理解を得る工夫をすること。 

 

５． 生徒の安全確保について 

○ 日頃から、教育相談資料や保健アンケート等により、生徒の健康状態を把握し、保護

者と連携しながら望ましい活動が行われるように配慮すること。 

○ 日頃から、関係する施設、設備、用具などの定期的な安全確認、事故が起こったときの

対応の確認などに留意すること。 

○ 学校として定めている下校時間を遵守し、生徒が安全に下校できるような指導を行う

こと。 

○ 校外で活動する際には、日没時間や交通事情などを考慮した上で活動時間を設定す

ること。 

○ 事故が発生した場合は、学校の危機管理マニュアルに沿って対応すること。 

○ 指導者は、生徒の熱中症予防を常に心がけること。その際、「熱中症環境保健マニュ

アル 2022（環境省）」を参考として適切に対応すること。また、熱中症予防情報サイトの

活用や、令和５年５月に各学校に配布した携帯型の電子式暑さ指数（ＷＢＧＴ）計により、

各活動場所の暑さ指数（ＷＢＧＴ）を測定し、各活動場所における生徒の活動（活動の

強度、休憩の頻度、水分・塩分補給等）について全教職員等で共通理解を図り、適切に

対応すること。その際、場合によっては躊躇なく活動計画の変更・中断等を行うなど適切
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な措置を講ずること。さらには、熱中症が発生するおそれのある環境下において、マスク

を着用している生徒がいる場合は、その危険性を踏まえ、マスクを外すよう指導すること。 

 

 

【参考１】「熱中症予防運動指針」 

「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック（公益財団法人日本スポーツ協会）令和元年５月改定」より 
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【参考２】「環境省熱中症予防情報サイト」検索の仕方 

検索キーワードで、「環境省熱中症予防情報サイト」と入力または、URLアドレスに

http://www.wbgt.env.go.jp/wbgt_data.phpを入力 

 

 

 

 

 

地点選択で、宗像を選

択します。 

活動シーンに合わせて、計

測場所のボタンをクリックし

ます。 

計測場所ボタンの詳しい解説

は、ここをクリック。 

宗像地区のポイント予測画面に切替わります。 
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（参考別表１）「部活動方針」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考別表２－１）「毎月の活動計画」（1 ヶ月用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○市立○○中学校（学園）部活動に係る活動方針 

・部活動のねらい 

・部活動で育む目指す生徒 

・顧問名簿 

・活動場所 

・活動時間 

・入退部について    等 

部　活動スケジュール
部活動顧問〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

日 曜日 内　　容 場  所 時　間 備考

練習・練習試合・大会・休み 〇〇中学校 ８　：　３０　　～　１５　：　００ ABCカップ

1 練習・練習試合・大会・休み

2 練習・練習試合・大会・休み

3 練習・練習試合・大会・休み

4 練習・練習試合・大会・休み

5 練習・練習試合・大会・休み

6 練習・練習試合・大会・休み

7 練習・練習試合・大会・休み

8 練習・練習試合・大会・休み

9 練習・練習試合・大会・休み

10 練習・練習試合・大会・休み

11 練習・練習試合・大会・休み

12 練習・練習試合・大会・休み

13 練習・練習試合・大会・休み

14 練習・練習試合・大会・休み

15 練習・練習試合・大会・休み

16 練習・練習試合・大会・休み

17 練習・練習試合・大会・休み

18 練習・練習試合・大会・休み

19 練習・練習試合・大会・休み

20 練習・練習試合・大会・休み

21 練習・練習試合・大会・休み

22 練習・練習試合・大会・休み

23 練習・練習試合・大会・休み

24 練習・練習試合・大会・休み

25 練習・練習試合・大会・休み

26 練習・練習試合・大会・休み

27 練習・練習試合・大会・休み

28
練習・練習試合・大会・休み

29 練習・練習試合・大会・休み

30 練習・練習試合・大会・休み

31 練習・練習試合・大会・休み

(   　  )　　月

完全下校は　　　　　時　　　　　分です

例（休日）
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（参考別表２－２）「毎月の活動計画」（２ヶ月用） 

 

部　活動スケジュール №〔　　　〕

部活動顧問〔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〕

日 曜日 内　　容 場  所 時　間 日 曜日 内　　容 場  所 時　間

休　み 練習試合 〇〇体育館 ８：００～１５：００

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

(     )月

完全下校は　　　　　時　　　　　分です完全下校は　　　　　時　　　　　分です

例（平日） 例（休日）

(     )月


